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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第30期 

第３四半期 
累計期間 

第31期 
第３四半期 
累計期間 

第30期 

会計期間 
自平成27年10月１日 
至平成28年６月30日 

自平成28年10月１日 
至平成29年６月30日 

自平成27年10月１日 
至平成28年９月30日 

売上高 （千円） 3,143,537 3,297,931 4,020,668 

経常利益又は経常損失（△） （千円） △4,926 110,000 △56,440 

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△） 
（千円） △25,678 83,813 △81,983 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － 

資本金 （千円） 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

発行済株式総数 （株） 14,436,600 14,436,600 14,436,600 

純資産額 （千円） 1,245,239 1,258,815 1,189,159 

総資産額 （千円） 1,671,295 1,714,368 1,563,669 

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△） 

（円） △1.81 5.92 △5.78 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円） － － － 

１株当たり配当額 （円） － － 1.0 

自己資本比率 （％） 74.5 73.4 76.0 

 

回次
第30期

第３四半期
会計期間

第31期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △1.45 2.05 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．第30期第３四半期累計期間及び第30期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

１株当たり四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第31期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

 当第３四半期累計期間の売上高は3,297,931千円（前年同四半期比4.9％増）、営業利益は108,969千円（前年同

四半期は営業損失5,755千円）、経常利益は110,000千円（前年同四半期は経常損失4,926千円）、四半期純利益は

83,813千円（前年同四半期は四半期純損失25,678千円）となりました。 

 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（小売事業）

 当事業年度におきましては、「三代目茂蔵」のブランド力を強化・確立することで、売上高及び利益の向上を図

ってまいります。

 商品につきましては、消費者にとって価値のある商品づくりを目指し、豆腐、豆乳、おから等を使用した「茂蔵

オリジナル商品」、それ以外の厳選された「茂蔵定番商品」、協力工場等からの「本日のお買い得品」の３つに分

類し、この中でも特に茂蔵でしか購入することのできない「茂蔵オリジナル商品」の新商品開発及び既存商品のリ

ニューアルを強化してまいりました。

 既存商品につきましては、量目をボリュームアップ等することで価格の見直しを行ってまいりました。さらに、

自社の製造部門にて「茂蔵オリジナル商品」を開発・強化し、商品開発のスピードを上げることで、売上高及び利

益の増加を図ってまいりました。

 店舗におきましては、前事業年度に実施したパッケージの統一化による「より分かり易く」することによる茂蔵

ブランドの認知度向上を引き続き推し進め、販売形態の見直しとなる多段棚の有効活用を検証してまいりました。

なお、既存業態を２店舗出店しましたが、引き続き、店舗運営等のマニュアル作成に取り組み、売上等の結果検証

を行い、出店再開の準備を進めてまいりました。

 これらにより、１店舗平均の顧客数は、店舗での販売形態の見直しの影響等もあり、前年同四半期比97.1％とな

りました。一方で、１商品あたり買上単価は前年同四半期比113.0％となったことが大きく貢献し、１店舗平均の

顧客単価は同109.4％となりました。なお、一人あたりの買上点数は前事業年度を下回りましたが、前事業年度に

取扱アイテム数を増加したことにより、前々事業年度との比較においては103.2％と増加しております。 

 売上総利益率につきましては、価格の見直しを行ったことで商品売上原価率が前年同四半期比1.9P改善したこと

が要因となり、30.8％と前年同四半期と比較し1.8P上昇しました。

 営業利益につきましては、前事業年度において不採算店舗を閉店したことにより、販管費の売上高構成比が1.7P

減少したことが要因となり前年同四半期と比較し3.5P上昇し、93,056千円の増加となりました。

 以上の結果、小売事業の売上高は2,735,997千円（前年同四半期比2.4％減）、セグメント利益（営業利益）は

171,049千円（前年同四半期比119.3％増）となりました。 

 

（その他事業）

 その他事業は、小売加盟店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。

 その他事業の売上高は561,933千円（前年同四半期比65.2％増）、セグメント利益（営業利益）は30,982千円

（前年同四半期比2.7％増）となりました。
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 なお、当第３四半期累計期間の出店状況は、次のとおりであります。 

（単位：店） 

 
前事業年度末 

店舗数
増加 減少

当第３四半期末 

店舗数

小売事業 「三代目茂蔵」（直営店） 55 2 3 54

その他事業 「三代目茂蔵」（加盟店） 133 31 8 156

合計 188 33 11 210

 

（２）財政状態の分析 

（資産）

 当第３四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末と比較して150,698千円増加し1,714,368千円とな

りました。主な要因は、現金及び預金の増加145,369千円、売掛金の増加19,792千円及び商品の増加22,519千円等

によるものであります。

（負債）

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末と比較して81,043千円増加し455,553千円となり

ました。主な要因は、買掛金の増加49,301千円、未払金の増加29,794千円等によるものであります。

（純資産）

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して69,655千円増加し1,258,815千円と

なりました。これは四半期純利益83,813千円の計上と配当金14,157千円の支払により利益剰余金が69,655千円増加

したことによるものであります。

 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数(株)

(平成29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月４日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,436,600 14,436,600
東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

100株

計 14,436,600 14,436,600 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数 資本金 資本準備金

増減数(株) 残高(株) 増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高(千円)

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 14,436,600 － 1,000,000 － 120,340

 

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

（平成29年６月30日現在）
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式   － － －

議決権制限株式(自己株式等)   － － －

議決権制限株式(その他)   － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 278,800 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,156,700 141,567 －

単元未満株式 普通株式 1,100 － －

発行済株式総数   14,436,600 － －

総株主の議決権   － 141,567 －

 

②【自己株式等】

（平成29年６月30日現在）
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社篠崎屋
埼玉県春日部市赤沼

870番地１
278,800 － 278,800 1.93

計 － 278,800 － 278,800 1.93

 

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年４月１日から平成29

年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年10月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成28年９月30日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 328,838 474,208 

売掛金 111,808 131,601 

商品 65,422 87,941 

貯蔵品 1,655 1,679 

その他 45,350 42,687 

貸倒引当金 △40 △50 

流動資産合計 553,035 738,068 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 121,855 111,698 

構築物（純額） 9,705 8,659 

工具、器具及び備品（純額） 26,815 21,905 

土地 562,970 562,970 

その他（純額） 5,754 4,801 

有形固定資産合計 727,101 710,034 

無形固定資産 19,666 15,931 

投資その他の資産    

敷金及び保証金 184,942 176,256 

その他 79,162 74,305 

貸倒引当金 △239 △229 

投資その他の資産合計 263,866 250,333 

固定資産合計 1,010,634 976,300 

資産合計 1,563,669 1,714,368 

負債の部    

流動負債    

買掛金 232,599 281,900 

未払金 56,896 86,691 

未払費用 42,730 44,045 

未払法人税等 26,678 32,934 

債務保証損失引当金 8,550 4,050 

その他 5,960 4,837 

流動負債合計 373,415 454,458 

固定負債 1,094 1,094 

負債合計 374,510 455,553 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金 120,446 120,446 

利益剰余金 109,383 179,039 

自己株式 △40,896 △40,896 

株主資本合計 1,188,934 1,258,590 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 224 224 

評価・換算差額等 224 224 

純資産合計 1,189,159 1,258,815 

負債純資産合計 1,563,669 1,714,368 
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成27年10月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成28年10月１日 
 至 平成29年６月30日) 

売上高 3,143,537 3,297,931 

売上原価 2,265,042 2,332,959 

売上総利益 878,494 964,971 

販売費及び一般管理費 884,250 856,002 

営業利益又は営業損失（△） △5,755 108,969 

営業外収益    

受取利息 193 121 

未払配当金除斥益 － 456 

受取保険金 445 300 

償却債権取立益 240 － 

その他 147 231 

営業外収益合計 1,026 1,109 

営業外費用    

その他 197 79 

営業外費用合計 197 79 

経常利益又は経常損失（△） △4,926 110,000 

特別利益    

固定資産売却益 472 － 

債務保証損失引当金戻入額 2,250 2,250 

特別利益合計 2,722 2,250 

特別損失    

固定資産売却損 － 0 

固定資産除却損 － 95 

店舗閉鎖損失 8,257 1,309 

特別損失合計 8,257 1,404 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △10,462 110,845 

法人税、住民税及び事業税 15,216 27,032 

法人税等合計 15,216 27,032 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25,678 83,813 
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に

係る減価償却費及びその他の償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日）

減価償却費及びその他の償却費 27,143千円 27,088千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年12月22日 

定時株主総会
普通株式 35,541 2.5  平成27年９月30日  平成27年12月24日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日）

配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年12月21日

定時株主総会
普通株式 14,157 1.0  平成28年９月30日  平成28年12月22日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成27年10月１日 至 平成28年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期 
損益計算書 
計上額 

（注２） 
  小売事業 その他事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 2,803,344 340,192 3,143,537 － 3,143,537 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 2,803,344 340,192 3,143,537 － 3,143,537 

セグメント利益 77,992 30,176 108,169 △113,925 △5,755 

（注）１．セグメント損益の調整額△113,925千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用であり

ます。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損益は四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成28年10月１日 至 平成29年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期 
損益計算書 
計上額 

（注２） 
  小売事業 その他事業 計 

売上高          

外部顧客への売上高 2,735,997 561,933 3,297,931 － 3,297,931 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 2,735,997 561,933 3,297,931 － 3,297,931 

セグメント利益 171,049 30,982 202,031 △93,061 108,969 

（注）１．セグメント損益の調整額△93,061千円は各報告セグメントには配賦していない全社費用でありま

す。全社費用は報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損益は四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△１円81銭 ５円92銭

（算定上の基礎）    

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△25,678 83,813

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△25,678 83,813

普通株式の期中平均株式数（株） 14,186,386 14,157,800

（注）１．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金

額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成29年８月３日

株式会社篠崎屋 

取 締 役 会  御中 

 

監査法人アヴァンティア 

代 表 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士  木 村 直 人  印 

業務執行社員  公認会計士  藤 田 憲 三  印 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社篠崎屋の平成28年10月１日から平成29年９月30日までの第31期事業年度の第３四半期会計期
間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年10月１日から平
成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注
記について四半期レビューを行った。 
 

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して
四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社篠崎屋の平成29年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

 

以 上
   

   

（注）１． 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社（四半期報告書提出会社）が四半期財務諸表に添付する形で別途保管しておりま
す。 

２． ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 
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【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年８月４日

【会社名】 株式会社篠崎屋

【英訳名】 SHINOZAKIYA, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長  樽見 茂 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市赤沼870番地１

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役会長樽見茂は、当社の第31期第３四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 

2017/08/07 10:23:11／16278464_株式会社篠崎屋_第３四半期報告書


	表紙
	目次
	中表紙
	第一部【企業情報】
	第１【企業の概況】
	１【主要な経営指標等の推移】
	２【事業の内容】

	第２【事業の状況】
	１【事業等のリスク】 
	２【経営上の重要な契約等】 
	３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

	第３【提出会社の状況】
	１【株式等の状況】
	（１）【株式の総数等】
	（２）【新株予約権等の状況】 
	（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 
	（４）【ライツプランの内容】 
	（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
	（６）【大株主の状況】 
	（７）【議決権の状況】 

	２【役員の状況】 

	第４【経理の状況】
	１【四半期財務諸表】
	（１）【四半期貸借対照表】 
	（２）【四半期損益計算書】

	２【その他】 


	第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
	四半期レビュー報告書
	確認書



